
 

 

達第１号 

大阪市・八尾市・松原市環境施設組合事務専決規程 

 第１章 総則 

（趣旨等） 

第１条 この規程は、別に定めがあるもののほか、管理者の権限に属する事務

の専決について定めるものとする。 

２ この規程の定めるところにより専決することができることとされた事項で

あっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認め

るものについては、上司の決裁（承認を含む。以下同じ。）を受けなければ

ならない。 

第２章 事務局長の専決 

（事務局長の専決事項） 

第２条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(1) 非常勤の嘱託職員（附属機関の委員及びこれに準ずる者を除く。以下「非    

常勤嘱託職員」という。）の委嘱及び解嘱並びに地方公務員法（昭和25年 

法律第261号）第22条第５項又は地方公務員の育児休業等に関する法律（平 

成３年法律第110号）第６条第１項第２号の規定により臨時的に任用される 

職員（以下「臨時的任用職員」という。）の任免に関すること。 

(2) 事務局長及び部長の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他 

業務に係る命令、休暇の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に 

関すること。 

(3) 管理者、副管理者、会計管理者及び事務局長の職務に関連する受嘱の承 

認（新たに受嘱する場合及び受嘱条件の変更を伴う場合を除く。）に関す 

ること。 

(4) 部長及び課長の職務に関連する受嘱の承認に関すること。 

(5) 事務局長及び部長の職務に専念する義務の免除に関すること。 

(6) 課長以下の所属員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、



 

 

別に定めるものに限る。 

(7) 部長以下の所属員が、法令による証人又は鑑定人となり、職務上の秘密 

 に属する事項を発表する場合の許可に関すること。 

(8) 部長以下の所属員に対する外国出張を命ずること。 

(9) 事務局長及び部長に対する内国出張を命ずること。 

(10) 附属機関の委員の任免に関すること。 

(11) 所属員の職務発明に関すること。 

(12) 事務局長及び部長に係る人事又は給与に関する事務の処理に関するこ 

と。 

(13) 臨時職員の雇用に関すること。 

(14) １件600,000,000円以下の工事の施行決定に関すること。 

(15) １件70,000,000円未満の物件の調達決定に関すること。 

(16) 不動産の借入れ及び私権の設定の決定に関すること。 

(17) 不動産以外の物件の借入れ及び貸付けの決定に関すること。 

(18) １件5,000,000円以下の損害賠償金その他これに準ずる支出金の額の 

決定に関すること。 

(19) 移転補償、立退補償その他損失補償の額の決定に関すること。 

(20) 経費の支出決定及び経費の支出を伴う事務事業の施行決定に関するこ 

と。 

(21) 予算の目、節及び細節の流用に関すること。 

(22) 不用品の処分決定に関すること。 

(23) 事業上生じた生産品等の処分決定に関すること。 

(24) 行政財産の目的外使用の許可に関すること。 

(25) 収入金の徴収に関すること。 

(26) その他法令、条例、規則等の規定に基づいて行う処分その他権限の行 

使に関すること。 

(27) 訴訟、保全処分、強制執行、和解、調停、滞納処分、行政代執行等に 



 

 

おける管理者代理人等の選任に関すること。 

(28) 負担条件の伴わない寄附収受に関すること。 

(29) 儀式又は行事における管理者祝辞、式辞、弔辞その他これらに類する 

ものの決定に関すること。 

(30) 管理者名による印刷物への寄稿に関すること。 

(31) 照会、回答、諮問、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に関する 

 こと。 

(32) 事務事業における業務の委託決定に関すること。 

(33) 既決の事務事業の変更に関すること。 

(34) 担当係長及びこれに相当する職の新設及び改廃に関すること。 

(35) 係長以下の職員の任免（分限免職及び懲戒免職を除く。）及び分限（免

職及び第37号の休職を除く。）に関すること。 

(36) 係長以上を除く職員の分限免職及び表彰に関すること。 

(37) 事務局長を除く職員の休職（地方公務員法第28条第２項各号に該当す 

る場合に限る。）及び自己啓発等休業の承認並びに係長以上の職員（事務局

長を除く。）の育児休業、育児短時間勤務、部分休業及び介護休暇の承認に

関すること 

(38) 職員の派遣発令に関すること。 

(39) 職員（管理者が定めるものを除く。）の懲戒（免職を除く。）に関す 

ること。 

(40) 職員の昇給及び昇格の決定に関すること。 

(41) 職員の専従休職に関すること。 

(42) 係長以下の職員に対する外国派遣を命ずること。 

(43) 事務局長を除く職員の営利企業等の従事の許可に関すること。 

(44) 職員の健康診断の結果に基づく措置（事務局長に対する勤務停止に関 

することを除く。）に関すること。 

(45) 事務局長を除く職員の公傷病の認定及び補償に関すること。 



 

 

(46) 負担条件を伴わないで金品を寄附した者の待遇の決定に関すること。 

(47) 軽易な規則又は達の制定及び改廃に関すること。 

(48) 訴訟事件の処理に関すること。 

(49) 予算の配当に関すること。 

(50) 予備費の充当に関すること。 

(51) 借入金の借入決定に関すること。 

(52) 歳計現金の一時繰替使用に関すること。 

(53) 契約事務に関すること。 

(54) 不動産の処分及び交換の決定に関すること。 

(55) 物件の損害保険及び損害共済に関すること。 

(56) 地上権、地役権、不動産賃借権等の権利の取得の決定に関すること。 

(57) 前各号に掲げるもののほか、事務事業の施行決定又は事務の執行に関す 

ること。 

第３章 部長の専決 

（部長の専決事項） 

第３条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(1) 課長の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命 

令、休暇（病気休暇及び介護休暇を除く。）の承認、出勤及び退勤に係る軽 

易な届出の受付等に関すること。 

(2) １件5,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること。 

(3) １件5,000,000円以下の物件（不動産を除く。）の定例の調達決定に関

すること。 

(4) 賃料の年額が5,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決

定に関すること。 

(5) 配当予算の範囲内における１件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定

例の事務事業の施行決定に関すること。 ただし、予算に定める事務事業の

内容の変更を伴うものを除く。 



 

 

(6) 所管業務につき、法令、条例、規則等の規定に基づいて行う裁量権の行

使に係る軽易又は定例の処分その他権限の行使に関すること。 

(7) 所管業務に係る定例かつ複数課に関連する照会、回答、届出、報告、通

知、申請、進達、副申等に関すること。 

(8) 事務事業における１件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関す

ること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、定例の事務事業の施行決定又は定例の事務

の執行に関すること。 

第４条 人事又は予算に関する事務を所管する部長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

(1) 課長の病気休暇の承認に関すること。 

(2) 係長の職務に関連する受嘱の承認に関すること。 

(3) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、別に定めるも

のを除く。 

(4) 課長に対する内国出張を命ずること。 

(5) 課長に係る人事又は給与に関する事務の処理に関すること。 

(6) １件5,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、

予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。 

(7) １件5,000,000円以下の不用品の処分決定に関すること。 

(8) 行政財産の目的外使用の許可の更新（当初許可の範囲内のものに限る。）

に関すること。 

（緊急時における専決） 

第５条 部長及び課長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があると

きは、第２条から前条までの規定にかかわらず、機宜の処置を採ることがで

きる。ただし、実施後遅滞なくこれらの規定により専決することができる者

（以下「専決権者」という。）に報告又は通知をしなければならない。 

（専決権の一部委譲） 



 

 

第６条 事務局長は、別に定めがある場合を除くほか、その専決事項又は部長

の専決事項の一部を、主管部長、主管課長に専決させることができる。 

（事故代決） 

第７条 専決権者に事故があるときは、あらかじめその職務を行う職員として

定められた者が、専決権者に代わってその専決事項を決裁することができる。

この場合において、代わって決裁した者は、事故のやんだ後、速やかに当該

専決権者に報告しなければならない。 

第４章 課長の専決 

（課長の専決事項） 

第８条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(1) 課長代理以下の所属員の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替そ

の他勤務に係る命令、休暇（病気休暇及び介護休暇を除く。）の承認、出

勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること。 

(2) １件1,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること。 

(3) １件1,000,000円以下の物件（不動産を除く。）の定例の調達決定に関

すること。 

(4) 賃料の年額が1,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決

定に関すること。 

(5) 配当予算の範囲内における１件1,000,000円以下の経費の支出を伴う定

例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の

内容の変更を伴うものを除く。 

(6) 軽易又は定例の収入金の徴収に関すること。 

(7) 過誤納金の還付に関すること。 

(8) 公売処分手続及び公課配当請求に関すること。 

(9) 徴収、登記その他これらに準ずる事務の嘱託に関すること。 

(10) 遺失物の処理に関すること。 

(11) その他所管業務につき、法令、条例、規則等の規定に基づいて行う軽



 

 

易又は定例の処分その他権限の行使に関すること。ただし、裁量権の行使

に係るものを除く。 

(12) 軽易又は定例の訴訟、保全処分、強制執行、和解、調停、滞納処分、

行政代執行等における管理者代理人等の選任に関すること。 

(13) 定例の本組合後援名義の使用許可に関すること。 

(14) 所管業務に係る軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、

進達、副申等に関すること。 

(15) 事務事業における１件1,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関

すること。 

(16) 既決の事務事業の軽易な変更に関すること。 

(17) 前各号に掲げるもののほか、軽易若しくは定例の事務事業の施行決定

又は軽易若しくは定例の事務の執行に関すること。ただし、部長が専決す

ることができるものを除く。 

第９条 人事又は給与に関する事務を所管する課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

(1) 課長代理以下の職員の病気休暇の承認に関すること。 

(2) 係長以上を除く職員の育児休業、育児短時間休暇、部分休業及び介護休

暇の承認に関すること。 

(3) 係長以上を除く職員の職務に関連する受嘱の承認に関すること。 

(4) 課長代理以下の職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、

別に定めるものを除く。 

(5) 係長以下の職員に対する内国出張（市内出張及び宿泊を伴わない本市近

接地内の出張を除く。）を命ずること。 

(6) 軽易又は定例の臨時職員の雇用に関すること。ただし、賃金の基準の決

定を除く。 

(7) 課長代理以下の職員に係る人事又は給与に関する事務の処理に関する

こと。 



 

 

第10条 予算又は物品に関する事務を所管する課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

(1) 配当及び予算の範囲内における定例確定的経費又は１件1,000,000円以

下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業

の内容の変更を伴うものを除く。 

(2) １件1,000,000円以下の不用品の処分決定に関すること。 

(3) 事業上生じた生産品等の軽易又は定例の処分決定に関すること。 

(4) 支出命令に関すること。 

(5) 物品の管理に関すること。 

(6) 軽易又は定例の予算又は物品に関する事務に関すること。 

(7) １件100,000円未満の金品寄附者の待遇に関すること。 

（緊急時における専決） 

第11条 課長代理及び係長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があ

るときは、第8条から前条までの規定にかかわらず、機宜の処置を採ることが

できる。ただし、実施後遅滞なく課長に報告又は通知をしなければならない。 

（課長代理等の専決事項） 

第12条 課長は、次に掲げる事項を事務局長の承認を得て、課長代理（係長を

兼務する副参事を除く。以下同じ。）に専決させることができる。ただし、

課長代理を置かない課においてはこの限りではない。 

(1) 軽易かつ定例の出願事項の許否に関すること。 

(2) 軽易かつ定例の諸証明に関すること。 

(3) 軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請、進達、副申等に

関すること。 

(4) その他前３号に準ずる軽易かつ定例の事務の処理に関すること。 

附 則 

この規程は、令達の日から施行する。 


